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(57)【要約】
【課題】量産性に優れると共に、長手方向にわたり１．
５％以上の破断伸びを有する金属被覆光ファイバを提供
する。
【解決手段】光ファイバの外周に金属被覆層２が形成さ
れた金属被覆光ファイバ３において、金属被覆層２は、
体積抵抗率が１.１×１０－５Ω・ｃｍ未満であり、表
面粗さＲａ
が３０ｎｍ以下であり、金属微粒子を焼結させたもので
ある。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光ファイバの外周に金属被覆層が形成された金属被覆光ファイバにおいて、
　前記金属被覆層は、体積抵抗率が１.１×１０－５Ω・ｃｍ未満であり、表面粗さＲａ
が３０ｎｍ以下であり、金属微粒子を焼結させたものであることを特徴とする金属被覆光
ファイバ。
【請求項２】
　光ファイバの外周に金属被覆層が形成された金属被覆光ファイバにおいて、
　前記金属被覆層は、体積抵抗率が飽和体積抵抗率の４倍未満であり、表面粗さＲａが３
０ｎｍ以下であり、金属微粒子を焼結させたものであることを特徴とする金属被覆光ファ
イバ。
【請求項３】
　前記金属被覆層は、粒子の表面に保護膜が形成されている金属微粒子を溶媒に分散させ
た金属微粒子ペーストを前記光ファイバの外周に塗布し、焼結させたものであることを特
徴とする請求項１又は２に記載の金属被覆光ファイバ。
【請求項４】
　前記金属微粒子は、銀、金、銅、ニッケル、白金のいずれかの金属からなることを特徴
とする請求項１～３のいずれかに記載の金属被覆光ファイバ。
【請求項５】
　前記金属微粒子は、平均粒子径が１００ｎｍ未満であることを特徴とする請求項１～４
のいずれかに記載の金属被覆光ファイバ。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光ファイバの外周に金属被覆層が形成された金属被覆光ファイバに関するも
のである。
【背景技術】
【０００２】
　金属被覆光ファイバは、光ファイバ（ガラスファイバ）の外周に金属被覆層（金属被覆
）を施したものであり、耐熱用途や気密パッケージ用途のほか、光と電気とを流すことが
できる特徴を活かしたセンサ用途など、様々な分野で活用されている。従来、金属被覆層
の形成には、メッキ法が用いられている。メッキ法による金属被覆では、はじめに、光フ
ァイバの外周に無電解メッキ層を施した後、この無電解メッキ層を電気導体として電解メ
ッキにより電解メッキ層を形成する。
【０００３】
　一般的な通信用の光ファイバでは、ケーブル寿命を２０～２５年間と想定しており、光
ファイバには約１％のプルーフ歪（破断伸び）に耐え得る強度が必要とされる。一方、金
属被覆光ファイバは耐熱用途などに使用されるため、通信用の光ファイバに比べて更に高
い信頼性が要求され、約１.５％のプルーフ歪（破断伸び）に耐えられることが必要であ
る。
【０００４】
　ところが、金属被覆層の欠点として、紫外線硬化型樹脂などからなる一般的な樹脂被覆
層に比べて伸び性（破断伸び）に劣るために金属被覆層にクラックが入って光ファイバの
破断を引き起こすという問題があった。
　この原因の一つとして、メッキ法による無電解メッキ層は、内部応力および硬度が高く
、柔軟性が乏しいということがある。そこで、上述した問題を解決するような電解メッキ
を施すために必要な最低限の厚さの無電解Ｎｉメッキ層を形成した後、その上に、内部応
力が低く、柔軟性に富む電解Ｎｉメッキ層と電解Ａｕメッキ層を被覆した金属被覆光ファ
イバが提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００３－２４１０３４号公報
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上述したメッキ法による金属被覆は成膜速度が遅く、製造工程も煩雑で
あって量産化が難しく、結果として金属被覆光ファイバのコストが高くなってしまう。例
えば、金属被覆層の柔軟性を高めた上記特許文献１の金属被覆光ファイバを得るためには
、光ファイバの表面を洗浄し、無電解Ｎｉメッキ液に浸漬して必要最低限の厚さで精度よ
く無電解Ｎｉメッキの下地層を形成した後に、更に電解Ｎｉメッキ層、電解Ａｕメッキ層
を形成しなければならない。
【０００６】
　また、メッキ法による金属被覆では、長尺の光ファイバの外周に長手方向にわたって均
一な厚さの金属被覆層を連続して形成することが難しいため、量産性に乏しいことに加え
て、金属被覆光ファイバの長手方向で破断伸びにバラツキが生じてしまう。
【０００７】
　本発明は、上記のような従来技術の問題を解決するものであり、量産性に優れると共に
、長手方向にわたり１．５％以上の破断伸びを有する金属被覆光ファイバを提供すること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の第１の態様によれば、光ファイバの外周に金属被覆層が形成された金属被覆光
ファイバにおいて、前記金属被覆層は、体積抵抗率が１.１×１０－５Ω・ｃｍ未満であ
り、表面粗さＲａが３０ｎｍ以下であり、金属微粒子を焼結させたものである金属被覆光
ファイバが提供される。
【０００９】
　本発明の第２の態様によれば、光ファイバの外周に金属被覆層が形成された金属被覆光
ファイバにおいて、前記金属被覆層は、体積抵抗率が飽和体積抵抗率の４倍未満であり、
表面粗さＲａが３０ｎｍ以下であり、金属微粒子を焼結させたものである金属被覆光ファ
イバが提供される。
【００１０】
　本発明の第３の態様によれば、前記金属被覆層は、粒子の表面に保護膜が形成されてい
る金属微粒子を溶媒に分散させた金属微粒子ペーストを前記光ファイバの外周に塗布し、
焼結させたものである第１又は２の態様に記載の金属被覆光ファイバが提供される。
【００１１】
　本発明の第４の態様によれば、前記金属微粒子は、銀、金、銅、ニッケル、白金のいず
れかの金属からなる第１～第３のいずれかの態様に記載の金属被覆光ファイバが提供され
る。
【００１２】
　本発明の第５の態様によれば、前記金属微粒子は、平均粒子径が１００ｎｍ未満である
第１～４のいずれかの態様に記載の金属被覆光ファイバが提供される。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、量産性に優れると共に、長手方向にわたり１．５％以上の破断伸びを
有する金属被覆光ファイバを提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、本発明に係る金属被覆光ファイバの実施形態を図面を用いて説明する。
【００１５】
　図１は、本実施形態の金属被覆光ファイバ３の概略構造を示した断面図である。金属被
覆光ファイバ３は、光ファイバ１と、光ファイバ１の外周に金属微粒子を焼結して形成し
た金属被覆層２とで構成されている。金属被覆層２は、例えば、光ファイバ１の外周に金
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属微粒子ペーストを塗布し、塗布された金属微粒子ペーストを焼結することにより形成さ
れる。
【００１６】
　光ファイバ１は、石英系ガラスなどから成る光ファイバ裸線（裸光ファイバ、ガラスフ
ァイバ）であり、コアとその周りを囲むクラッドとを有する。光ファイバ１は、シングル
モード光ファイバ、マルチモード光ファイバなど各種のものでよい。
【００１７】
　上記金属微粒子は、銀微粒子が好ましい。ナノオーダーの銀微粒子では３００℃程度の
加熱（焼成）により、良質な金属被覆層を形成できる。また、金属微粒子の材料としては
、銀以外にも、金、銅、ニッケル、白金などの金属、或いはこれら金属を含む合金が挙げ
られる。
　金属微粒子ペーストは、金属微粒子が溶媒（デカノールなど）中に分散されたものであ
る。金属微粒子ペーストは、ペースト状ないし液体状であって塗布に適しているが、必要
に応じて溶媒量を加減して粘度を調整するのが良い。
　また、金属微粒子の分散性・塗布均一性を高めるために、金属微粒子ペースト中の金属
微粒子は、その表面が例えば、脂肪族アミンなどからなる分散剤で覆われているものが好
ましい。この分散剤は、粒子の表面に保護膜を形成するので、この保護膜によって金属微
粒子ペースト中の金属微粒子同士が結合し、凝集してしまうのを防ぐことができる。これ
により、金属微粒子が金属微粒子ペースト中に均一に分散し易くなり、凝集による金属被
覆層の厚さのバラツキを低減することができるため、光ファイバの外周に均一な厚さの金
属被覆層を形成することができる。
　上記金属微粒子の平均粒子径は、１００ｎｍ未満であるのが好ましい。このような、い
わゆるナノ金属粒子では、その金属の融点よりも相当に低い温度（数１００℃程）での加
熱によって焼結して金属被覆層を形成することが可能となる。金属微粒子の平均粒子径は
、１～１０ｎｍ程度がより好ましい。
　ここで、平均粒子径とは、透過型電子顕微鏡により測定した粒子径の粒度分布から求め
た平均径のことであって、平均径は、粒度分布を小粒子径側から積算した積算値５０％の
粒度のことである。
【００１８】
　金属被覆層２は、体積抵抗率が１.１×１０－５Ω・ｃｍ未満であり、かつ表面粗さＲ
ａが３０ｎｍ以下であるのが好ましく、また、金属被覆層２は、金属被覆光ファイバ１の
破断伸びが１.５％以上となるときの金属被覆層２の体積抵抗率の上限値が、金属被覆層
２の飽和体積抵抗率の４倍未満であり（本発明における「飽和体積抵抗率」の定義は後述
する）、かつ表面粗さＲａが３０ｎｍ以下であるのが好ましい。これら特性・性状の金属
被覆層２は、破断伸びが大きく、金属被覆光ファイバの可撓性・信頼性を向上できる。表
面粗さＲａは算術平均粗さのことであり、算術平均粗さＲａは日本工業規格に規定されて
いる。
【００１９】
　図２は、図１の上記実施形態の金属被覆光ファイバ３を製造する金属被覆光ファイバ製
造装置の概略構成図を示すものである。この製造装置の構成は、熱硬化型樹脂を被覆する
光ファイバの線引装置とほぼ同様の構成である。
【００２０】
　金属被覆光ファイバ製造装置は、図２に示すように、光ファイバ母材１０を加熱して線
引する高純度カーボン製の炉心管７とその外周に設置されるヒータ６とを有する線引炉５
を備えている。
　線引炉５から線引される光ファイバ１の垂直な線引ラインには、線引炉５で線引された
光ファイバ１の外径を測定する外径測定器８と、外径測定器８を通過した光ファイバ１に
金属微粒子ペーストＰを塗布するダイス９と、ダイス９で塗布された金属微粒子ペースト
Ｐを焼結するためのヒータ１３を備えた管状の第１焼付炉（加熱炉、焼結炉）１１及び第
２焼付炉（加熱炉、焼結炉）１２と、第２焼付炉１２を通過した金属被覆光ファイバ３の
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外径を測定する外径測定器１４と、外径測定器１４を通過した金属被覆光ファイバ３を方
向転換するターンプーリー１５とが設けられている。ターンプーリー１５で方向転換され
た金属被覆光ファイバ３は、引取キャプスタン１６と引取機１７とからなる引取機構部で
引き取られ、巻取機１８に巻き取られるように構成されている。
【００２１】
　次に、上記金属被覆光ファイバ製造装置を用いた金属被覆光ファイバの製造について説
明する。
【００２２】
　線引炉５内に挿入した光ファイバ母材１０を一定速度で垂直に降下しながら、ヒータ６
で光ファイバ母材１０を加熱して、光ファイバ母材１０の先端部を溶融して線引する。炉
心管７の底部中央にはファイバ出口が設けられており、このファイバ出口から線引されて
出てくる光ファイバ１の外径をレーザ式の外形測定器８で連続的に計測する。計測された
目標ファイバ径に対する偏差信号に基づいて、ファイバ径が均一になるように、引取機１
７の引取速度をフィードバック制御する。
【００２３】
　外径測定器８の直下には、金属微粒子ペーストＰで充填されたダイス９が設けられてお
り、ダイス９を挿通する光ファイバ１の外周に金属微粒子ペースト９を塗布する。ダイス
９は、一般的な紫外線硬化型樹脂を被覆する光ファイバの線引工程で使用するものと同様
な構造であるが、焼成後の光ファイバ１外周の金属被覆層２の膜厚が所望の値（例えば５
μｍ）になるように、ダイス９の最終出口部のノズル径を変更して調整している。
【００２４】
　光ファイバ１に塗布された金属微粒子ペーストＰの金属微粒子は、２台の焼付炉１１、
１２において加熱されて焼結される。第１焼付炉１１では、金属微粒子ペーストＰの溶媒
を除去する温度領域まで加熱する。第２焼付炉１２では、金属微粒子表面の凝集を阻止す
る分散剤を除去する温度領域まで加熱して金属微粒子を焼結する。こうして、光ファイバ
１の外周に金属被覆層２を形成した金属被覆光ファイバ３が得られる。
【００２５】
　外径測定器１４を通過した金属被覆光ファイバ３は、ターンプーリー１５で方向転換さ
れ、引取キャプスタン１６及び引取機１７で引き取られ、最後に巻取機１９に巻き取られ
る。
【００２６】
　上記のように、光ファイバの線引ラインで、光ファイバを線引すると共に、金属微粒子
ペーストを塗布、焼結することにより、金属被覆光ファイバを連続的に製造することがで
きる。このような構成によって、従来のメッキ法に比べて格段に迅速かつ簡易に、しかも
長尺の光ファイバの外周に、長手方向にわたって均一な厚さの金属被覆層を連続して形成
することができるため、長手方向にわたり１．５％以上の破断伸びを有する金属被覆光フ
ァイバを製造することができる。
【実施例】
【００２７】
　以下に、本発明の実施例について説明する。
【００２８】
　実施例では、図２に示す金属被覆光ファイバ製造装置を用いて金属被覆光ファイバを作
製した。
　光ファイバ母材１０には外径１５ｍｍの石英系シングルモード光ファイバ用母材を用い
た。線引炉５内を２０００～２２００℃に加熱して線引した。炉心管７の底部中央のファ
イバ出口は内径５ｍｍの開口とした。線引される光ファイバ１の外径が１２５μｍとなる
ように、光ファイバ母材１０の線引炉５への供給速度を２.１ｍｍ／ｍｉｎとし、光ファ
イバ１の線引速度をおおよそ３０ｍ／ｍｉｎにした。
　第１焼付炉１１、第２焼付炉１２の長さはそれぞれ６.０ｍで、焼付炉１１、１２内に
はヒータ１３が上下に３ゾーンに分かれて配置されており、各ゾーンのヒータ１３は個別
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に温度設定ができるようになっている。第１焼付炉１１では、溶媒・粘度調整剤であるデ
カノールの突沸を避けるために、炉内の温度が下方に向かって徐々に高くなるように、３
ゾーンのヒータ１３の設定温度をそれぞれ変えた。第２焼付炉１２では、銀微粒子ペース
トの分散剤を除去する温度まで加熱して銀微粒子を焼結したが、炉内の３ゾーンのヒータ
１３の設定温度は全て同一にした。
【００２９】
（実施例１）
　金属微粒子ペーストＰには、平均粒子径３～７ｎｍの銀微粒子が分散している銀微粒子
ペースト（ハリマ化成製のＮＰＳ－ＨＴＢ（商品名））を用い、この銀微粒子ペーストに
デカノールを加えて希釈し粘度を１Ｐａ・ｓに調整した銀微粒子ペーストをダイス９内に
充填した。また、焼成後の銀の金属被覆層の厚さが５μｍとなるようにダイス９の最終出
口部のノズル径を調整した。
【００３０】
　第１焼付炉１１及び第２焼付炉１２の各ヒータの設定温度条件を、表１に示す温度条件
１～８の下で金属被覆光ファイバを製造した。
【表１】

【００３１】
　表１に示す種々のヒータ設定温度条件で作製された金属被覆光ファイバに対して測定を
行った、金属被覆光ファイバの破断伸びの測定結果を図３に、金属被覆層の体積抵抗率の
測定結果を図４に、また金属被覆層の表面粗さＲａの測定結果を図５に、それぞれ示す。
【００３２】
　図３に示すように、第２焼付炉の設定温度が３００℃のときに、破断伸びは最大値２.
８％となった（このときの金属被覆光ファイバの表面粗さＲａは２０ｎｍであり、伝送損
失は０.３ｄＢ／ｋｍと従来の樹脂被覆光ファイバと同等に低損失であった）。また、２
７５℃未満の設定温度のとき及び３７５℃を超える設定温度のときに、破断伸びは１.５
％未満となった。また、図４に示すように、第２焼付炉が２５０℃から３００℃の間のと
きに体積抵抗率は急激に減少し、３００℃以上になると体積抵抗率は約３.０×１０－６

Ω・ｃｍとほぼ一定の値となった。このことから、第２焼付炉の設定温度が３００℃で金
属被覆層の焼結はほぼ完了していることがわかる。また、２７５℃未満のとき破断伸びが
１.５％未満である原因は、銀から成る金属被覆層の焼結が不十分であるために金属被覆
層にクラックが発生しやすいからである。
【００３３】
　図３及び図４から、第２焼付炉の設定温度が２７５℃以上となると、銀の金属被覆層の
焼結が進行して金属被覆光ファイバの体積抵抗率が１.１×１０－５Ω・ｃｍ未満となっ
て、破断伸びは１.５％以上となるが、第２焼付炉が３７５℃を超える設定温度のときは
、体積抵抗率が約３.０×１０－６Ω・ｃｍと十分に焼結しているにもかかわらず、破断
伸びは１.５％よりも小さくなる。
【００３４】
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　第２焼付炉が３７５℃を超える設定温度のときは、図５に示すように、金属被覆光ファ
イバの表面粗さＲａは３０ｎｍよりも大きく、破断伸びは１.５％より小さくなる。この
結果から、細径で可撓性が求められる金属被覆光ファイバにおいては、光ファイバの長手
方向にわたり表面粗さＲａが３０ｎｍ以下の平滑な金属被覆層を形成するのが望ましい。
【００３５】
　以上のことから、金属微粒子の焼結により形成される金属被覆層の体積抵抗率が１.１
×１０－５Ω・ｃｍ未満であり、かつ金属被覆層の表面粗さＲａが３０ｎｍ以下であれば
、破断伸びが１.５％以上である金属被覆光ファイバが得られることが分かる。
（実施例２）
【００３６】
　実施例１と同様の製造条件で金属被覆光ファイバを製造した。実施例１と異なる点は、
実施例１の銀微粒子ペースト（ハリマ化成製のＮＰＳ－ＨＴＢ）の代わりに、平均粒子径
３～７ｎｍの銀微粒子が分散している銀微粒子ペースト（三ツ星ベルト製のＭｄｏｔ－Ｓ
Ｓ（商品名））を用いたことである。この銀微粒子ペーストにデカノールを加えて希釈し
粘度を１Ｐａ・ｓに調整した銀微粒子ペーストをダイス９内に充填した。また、焼成後の
銀の金属被覆層の厚さが５μｍとなるようにダイス９の最終出口部のノズル径を調整した
。
【００３７】
　第１焼付炉１１及び第２焼付炉１２の各ヒータの設定温度条件を、表２に示す温度条件
１～５の下で金属被覆光ファイバを製造した。
【表２】

【００３８】
　表２に示す種々のヒータ設定温度条件で作製された金属被覆光ファイバに対して測定を
行った、金属被覆光ファイバの破断伸びの測定結果を図６に、金属被覆層の体積抵抗率の
測定結果を図７に、また金属被覆層の表面粗さＲａの測定結果を図８に、それぞれ示す。
【００３９】
　図６に示すように、第２焼付炉の設定温度が４２５℃のときに、破断伸びは最大値２.
５％となり、設定温度が４００℃以下及び５００℃以上のときに、破断伸びは１.５％未
満となった（なお、第２焼付炉が５５０℃のときは金属被覆層の剥離が発生してしまい、
破断伸びを測定することはできなかった）。また、図７に示すように、第２焼付炉が４０
０℃から４２５℃の間で、金属被覆層の体積抵抗率は急激に減少し、４２５℃を超えると
体積抵抗率は約８.０×１０－６Ω・ｃｍとほぼ一定の値となった。このことから、実施
例２においても焼結がほぼ完了する温度である４２５℃前後において破断伸びが最大にな
ることがわかる。また、図６及び図８から、第２焼付炉の設定温度が４５０℃から５００
℃の間で、破断伸びは１.５％未満となり、表面粗さＲａも３０ｎｍよりも大きくなる。
【００４０】
　図６～図８に示すデータから判断すると、金属被覆層の体積抵抗率が概ね３.１×１０
－５Ω・ｃｍよりも小さく、かつ金属被覆層の表面粗さＲａが３０ｎｍ以下であれば、破
断伸びが１.５％以上の金属被覆光ファイバが得られることが分かる。
【００４１】
　以上、実施例１及び実施例２の結果を総合的に検討すると、少なくとも、金属被覆層の
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体積抵抗率が１.１×１０－５Ω・ｃｍ未満であって、かつ金属被覆層の表面粗さＲａが
３０ｎｍ以下を満足すれば、破断伸びが１.５％以上の金属被覆光ファイバが得られると
いえる。
【００４２】
　また、実施例１と実施例２では、使用した銀微粒子ペーストの違いによって、金属被覆
光ファイバの破断伸びが１.５％以上であるときの、金属被覆層の体積抵抗率の上限値が
異なった。
　実施例１と実施例２における、破断伸び１.５％以上となる体積抵抗率の上限値と、体
積抵抗率が飽和したときの飽和体積抵抗率と、前記上限値と前記飽和体積抵抗率との比率
と、を表３に示す。なお、本発明において飽和体積抵抗率とは、金属微粒子を２５０℃以
上の温度で焼結して金属被覆層を形成した際に、金属被覆層の体積抵抗率が焼結温度の変
化によらずにほぼ一定となって飽和したときの体積抵抗率の値と定義する。
【００４３】
【表３】

【００４４】
　表３に示すように、実施例１、実施例２で異なる種類の銀微粒子ペーストを用いたが、
前記比率はいずれも４倍未満となった。また、上記実施例１、２で使用した銀微粒子ペー
スト以外の銀微粒子ペースト（銀微粒子の平均粒子径が１００ｎｍ未満）を用いた場合に
おいても、前記比率は４倍未満であった。
【００４５】
　以上より、金属被覆光ファイバの破断伸びが１.５％以上となるときの金属被覆層の体
積抵抗率の上限値が、金属被覆層の飽和体積抵抗率の４倍未満で、かつ金属被覆層の表面
粗さＲａが３０ｎｍ以下であれば、破断伸びが１.５％を超える可撓性を有する金属被覆
光ファイバが得られることが分かった。
【００４６】
（比較例）
　金属微粒子ペーストとして、平均粒子径１００～１２０ｎｍの銀微粒子が分散している
銀微粒子ペーストを用いた。その他の製造条件は実施例１と同様にして金属被覆光ファイ
バを製造した。その結果、体積抵抗率がほぼ一定となって金属被覆層の焼結がほぼ完了し
た焼成条件でも、得られた金属被覆光ファイバの表面粗さＲａは３０ｎｍよりも大きく、
破断伸びは１.０％以下であった。このことから、破断伸びに優れた可撓性を有する金属
被覆光ファイバを得るためには、金属微粒子ペースト中に分散された金属微粒子の平均粒
子径は１００ｎｍ未満とするのがよい。
【００４７】
（応用例）
　本発明は、上記実施形態のように光ファイバの外周に金属被覆層を形成する金属被覆光
ファイバに適用できるだけではなく、例えば、中心導体の外周に低誘電率の絶縁被覆層と
導電シールド層とを有する同軸シールド線にも適用することができる。具体的には、同軸
シールド線の絶縁被覆層に耐熱性の高いＰＦＡを用いれば、ＰＦＡは約３００℃の環境で
数十秒間の耐熱性を有するので、上記実施例と同様な線材送り速度および焼成条件で、Ｐ
ＦＡの絶縁被覆層の外周に金属微粒子ペーストを塗布し焼結することにより、金属微粒子
を焼結した導電シールド層を形成できる。また、同軸シールド線の導電シールド層の体積
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ｍ以下であれば、十分な可撓性を有する同軸シールド線が得られる。
【００４８】
　以上、本発明の実施の形態及び実施例を説明したが、上記に記載した実施の形態及び実
施例は特許請求の範囲に係る発明を限定するものではない。また、実施の形態及び実施例
の中で説明した特徴の組合せの全てが発明の課題を解決するための手段に必須であるとは
限らない点に留意すべきである。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】本発明の実施形態にかかる金属被覆光ファイバの構造を示す断面図である。
【図２】本発明の実施形態及び実施例で用いた金属被覆光ファイバ製造装置を示す概略構
成図である。
【図３】実施例１における金属被覆光ファイバの破断伸びの測定結果を示す図である。
【図４】実施例１における金属被覆光ファイバの金属被覆層の体積抵抗率の測定結果を示
す図である。
【図５】実施例１における金属被覆光ファイバの金属被覆層の表面粗さＲａの測定結果を
示す図である。
【図６】実施例２における金属被覆光ファイバの破断伸びの測定結果を示す図である。
【図７】実施例２における金属被覆光ファイバの金属被覆層の体積抵抗率の測定結果を示
す図である。
【図８】実施例２における金属被覆光ファイバの金属被覆層の表面粗さＲａの測定結果を
示す図である。
【符号の説明】
【００５０】
　１　光ファイバ
　２　金属被覆層
　３　金属被覆光ファイバ
　５　線引炉
　６　ヒータ
　７　炉心管
　８　外径測定器
　９　ダイス
１０　光ファイバ母材
１１　第１焼付炉
１２　第２焼付炉
１３　ヒータ
１４　外径測定器
１５　ターンプーリー
１６　引取キャプスタン
１７　引取機
１８　巻取機
　Ｐ　金属微粒子ペースト
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